
③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意見
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6 帳票要件 0100183
連絡不可（確定申

告）データ抽出
横浜市

＜出力項目＞

・連絡不可（取消）データの受付番号

・局署整理番号

・利用者識別番号

・基幹系システムに取り込んだ確定申告書の資料番号

・宛名番号

・資料廃止理由

-
＜出力項目＞の・資料廃止理由が現在の連携データから把握でき

ないため、詳細項目をご教授いただきたい。
左記のとおり。 報告

頂戴した意見のとおり、以下の要件のみ削

除します。

「・資料廃止理由」 賛成 1 0 0 出力項目から「資料廃止理由」を削除します。

7 帳票レイアウト
100047

100048

納税通知書・税額変更

通知書
口座情報 横浜市

詳細についてはシート「③仕様書改定案（帳票要件 等） に関する

ご意見_補足」に記載

詳細についてはシート「③仕様書改定案（帳票要件 等） に関する

ご意見_補足」に記載

詳細についてはシート「③仕様書改定案（帳票要件 等） に関する

ご意見_補足」に記載

詳細についてはシート「③仕様書改定案（帳票要件 等） に関する

ご意見_補足」に記載
報告 レイアウトは変更しつつ、口座情報をアスタリ

スク印字することを選択できるようにします。
賛成 1 0 0 口座情報に関する印字場所を窓枠外のレイアウトとしつつ、口

座情報はアスタリスクで印字可能とするよう修正します。

189 帳票要件 0100003 遡り異動者一覧 茨城県日立市
＜実装必須出力条件＞

・住民記録情報異動事由（機能：1.1.5.）

＜実装必須出力条件＞

・住民記録情報異動事由（機能：1.1.8.）
機能1.1.5.ではなく1.1.8.ではないでしょうか 報告

頂戴した意見のとおりに修正します。

賛成 1 0 0 修正方針のとおり、帳票要件の記載を修正します。

326 帳票レイアウト 0100154 減免・免除決定通知書 6 氏名又は名称 新宿区 給与事務担当者 ○○　○○様 減免・免除の通知は納税義務者本人に通知するものであるから。 減免・免除の通知は納税義務者本人に通知する。 報告
頂戴した意見のとおりに修正します。

賛成 1 0 0 レイアウトの表示を修正します。

719 帳票印字項目・諸元表 100069

扶養親族の所得状況

等について（照会・回

答）

11 照会文書名 知多市
市民税・県民税・森林環境税にかかる控除対象配偶者及び扶養親

族の確認について（照会）

上段意見のとおり

定義によって表現の揺らぎがあるため、

「森林環境税」とタイトルに入れるのか入れないのか明確にしていただ

きたい。

森林環境税を含めることが妥当と考えられるため、上段を訂正とし、こ

ちらはこのままでよいのではないかと考えます。
報告

【WT資料⑥】帳票要件_010個人住民

税にも記載のとおり、「森林環境税」を削除

します。
賛成 1 0 0 森林環境税も文言を削除します。

721 帳票印字項目・諸元表 100095 所得証明書 46 森林環境税額 京都市

印字する情報を選択し設定する。

１　「０」

２　「************」

○○の場合、以下の印字する情報についても選択し設定することが

できること。

１　「０」

２　「************」

他の項目は以下の表現であり、記載内容に差が設けられているがどの

ような差を想定しているか明確ではない。

○被扶養者で本人の申告がない場合、印字する情報を選択し設定

する。

１　「０」

２　「************」

他の項目と記載に差が付けられているので、運用想定について記載い

ただきたい。

また、案の記載だけでは、通常時にも０か＊しか入力できないように

読めるので表現を修正いただきたい。

質問

頂戴した意見を基に以下のとおりに修正す

べきか検討しております。ご意見があればお

聞かせください。

森林環境税が非課税となる場合、印字す

る情報を選択し設定する。

賛成 賛成 - 反対

他の項目と同様に「○被扶養

者で本人の申告がない場合、

印字する情報を選択し設定す

る。」でよい。

賛成 賛成 賛成 よいと思います。 賛成 賛成

森林環境税が非課税とはどのよ

うな場合を想定されているので

しょうか。

被扶養者のため本人の所得状

況が不明な場合も０とするのか

を明確にしてほしいという意図が

あるのではないでしょうか。

7 1 0

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

被扶養者で本人の申告がない場合、または森林環境税が非

課税となる場合、印字する情報を選択し設定する。

727 帳票レイアウト 100070 所得照会書 城陽市 各種調査に係る調査書を出力できること 各種調査に係る調査書を出力できること 照会文書と回答書は別々の紙で出力される方がよい。

受領時を想定すると、文書の保管はＡ４サイズでの保管が一般的で

ある。

また、回答内容を保存するため、回答書をコピーするが、回答書を切

り取ることは実務として作業が増加する上、サイズが異なると保管もし

にくいため、現実の運用に即していない。

質問

一部の地方団体の都合に伴うレイアウト修

正は原則要件化しない想定ですが、照会

事務に伴う照会書と回答書の分割につい

て、賛否等のご意見があればお聞かせくださ

い。

賛成

現在のシステムは、照会先ご

とに照会文書1枚と回答書

が該当者分となっており、切

り取るレイアウトとはなってい

ません。

標準の様式では、手書き部

分の枠が狭く書きにくくなるこ

とが想定されます。

賛成 - 反対

照会書と回答書の両方に個

人情報を印字する帳票の場

合、封入誤りによる個人情報

流出のリスクが高まるため。

賛成

封入やまりがないようの設計かとお

もうが、回答する方の立場でも、回

答書を保管する立場でもA4の方

がよい

反対
レイアウト修正は原則要件化

しないということで問題ないと考

える。

どちらでも対応可能なため、定

義しなくてもよいと思います。
賛成

当市としても切り取っての運用はあまり想定

しておらず、回答側として控えが必要な場合

はコピーをとって保管しています。

反対

当市では特

に分割の必

要はありませ

ん。

4 3 0 検討の結果、各種照会書のレイアウトは修正しません。

744 帳票要件 0100146
指定番号事前確認リ

スト
大阪府豊中市

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書取込時に，報

告書に記載されている指定番号と登録済みの指定番号で突合

できない事業所のリスト資料登録処理に併せて出力する

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書取込時に，報

告書に記載されている指定番号と登録済みの指定番号で突合

できない事業所のリスト資料登録処理に併せて出力する。

また、報告書に記載されている法人番号と登録済みの指定番号

に紐づく法人番号で突合できない事業所のリスト資料登録処理

に併せて出力する。

事業所が法人番号の変更を地方公共団体に届け出なかった場

合、同一指定番号でも、報告書記載の法人番号と登録済み法

人番号が異なる場合がある。解散や合併によって消滅した事業

所や、報告書とは異なる事業所に税額通知するのを防ぐため。

指定番号の新規登録または正しい事業所の指定番号を特定

し、税額通知を行うため。
質問

法人番号についても厳正に取り扱うべきで

すが、国税庁のHPから常に最新化するか、

給与支払報告書を基に最新化するかは地

方団体によって異なると想定しております。

帳票要件として要件化すべきか意見があれ

ばお聞かせください。
反対

法人番号の突合は過剰な

機能と考えます。

実際のところ法人番号の使

い道があまりありません。

賛成 - 賛成 確認して変更をかけるか判断したい その他
法人番号について、本市で

は、給与支払報告書を基に

最新化している。

給与支払報告書・公的年金

等支払報告書の情報と、登録

情報を比較できる機能は必要

だが、資料登録処理に合わせ

て出力できなくてもよいです。

賛成 3 1 1 検討の結果、帳票要件として帳票概要に要件を追記します。

### 帳票印字項目・諸元表 100095 所得証明書 16

合計収入・所得

の内訳（種類

名）

平塚市

※該当を出力する場合は以下の順で印字する

【収入】

1給与、2公的年金等

【所得】

3営業等、4農業、5不動産、6利子、7配当、8給与、9公的年金

等雑、10その他雑、11譲渡・一時、12山林、13退職

14特別控除前・分離短期譲渡、15特別控除後・分離短期譲渡、

16特別控除前・分離短期譲渡-軽減、17特別控除後・分離短期

譲渡-軽減、18特別控除前・分離長期譲渡、19特別控除後・分

離長期譲渡、20特別控除前・分離長期譲渡ー優良住宅等、21

特別控除後・分離長期譲渡ー優良住宅等、22特別控除前・分離

長期譲渡ー居住用財産、23特別控除後・分離長期譲渡ー居住用

財産、24株式等の譲渡、25上場株式等の配当等、26先物取引、

※該当を出力する場合は以下の順で印字する

【収入】

1給与、2公的年金等

【所得】

3営業等、4農業、5不動産、6利子、7配当、8給与、9公的年金

等雑、10業務雑所得、11その他雑、12譲渡・一時、13山林、14

退職

15特別控除前・分離短期譲渡、16特別控除後・分離短期譲渡、

17特別控除前・分離短期譲渡-軽減、18特別控除後・分離短期

譲渡-軽減、19特別控除前・分離長期譲渡、20特別控除後・分

離長期譲渡、21特別控除前・分離長期譲渡ー優良住宅等、22

特別控除後・分離長期譲渡ー優良住宅等、23特別控除前・分離

長期譲渡ー居住用財産、24特別控除後・分離長期譲渡ー居住用

雑所得を公的年金等雑、業務雑所得、その他雑に区分して印字す

るのであれば、同じ雑所得として業務雑所得の出力順を公的年金等

雑の直後に持ってきた方が分かりやすいものとなり、住民サービスの向

上になるのではないか。

業務雑所得を有する者に所得証明書を交付する都度、望ましいと

考える出力順で印字されるようになる。
報告

頂戴した意見のとおり、諸元表を修正しま

す。なお、資料「【WT資料⑤】帳票要件

_010個人住民税」にて同一の要件を記

載済のため、本資料上は省略します。

賛成

1 0 0 諸元表を修正します。

e e e e e e e e e e e e e

事務局方針
デジタル庁 L市

賛成 反対 その他
F市 H市 I市 J市 K市A市 B市 C市 D市 E市

No
仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票ID 帳票名

構成員向け区

分

（質問・報

告）

質問内容
項目番号 項目名称 団体名

要件 意見の根拠
運用想定


